別紙様式第１号－Ｂ（３－（１）―ア―（イ）－①関係）
播種前入札取引買い手登録申請書（問屋等用）

令和　　年　　　月　　　日
公益財団法人日本特産農産物協会
[bookmark: _Hlk96080863]　理事長　鈴木　良典　殿

（申請者）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　住　所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
名　称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　代表者役職・氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　印


貴協会の大豆の播種前入札取引に係る業務規程第5条の規定に基づき、播種前入札取引の取引場において大豆を買い受けることについて貴協会の登録を受けたいので、下記１～３の事項を遵守することに同意し、下記４の資料を添えて申請します。

記

１　貴協会が実施する大豆の播種前入札取引に参加するに当たっては、貴協会が定めた「大豆の入札取引に係る業務規程」、「大豆の播種前入札取引に係る業務規程」及び「大豆の播種前入札取引に係る買い手登録者遵守事項」の規定並びに協会からの指示事項を遵守すること。
２　入札に参加した結果、落札決定通知を受けた大豆について、所定の期日までに当該大豆を上場した売り手との間で播種前売買契約及び確定売買契約を締結し、所定の受渡し期限までに確実に代金を支払い、引き取ること。
３　落札大豆は、必ず事前に落札大豆の販売予定先として届け出た大豆加工業者に販売すること。
４　添付資料（※印の資料は前年産の登録者で変更がない場合は省略可）
（１）落札大豆の販売予定先加工業者に係るリスト
（上記リストに共同購買法人を含む場合は、共同購買事業参加者に係るリストも添付）
（２）播種前入札取引買い手登録者届出事項一覧表
（３）入札保証金返還用振込口座届　※
（４）事業内容、取扱実績、収支状況等に関する書類（申請者の組織形態に応じたもの）　※（収支状況等に関する書類は省略不可）

【１法人・複数事業所登録を行う場合（該当する場合のみ記入）】
１法人で２以上の事業所を登録申請する場合は、下欄に登録申請する事業所の名称を「○○株式会社○○支店」等と記入し、法人代表者名義で事業所ごとに別葉の申請書で申請する。
	登録申請する事業所の名称
	




 (
記入例
)別紙様式第１号－Ｂ（３－（１）―ア―（イ）－①関係）
播種前入札取引買い手登録申請書（問屋等用）
令和８年○月○日
公益財団法人日本特産農産物協会
　理事長　鈴木　良典　殿

（申請者）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　住　所　　　　　　　○○県○○市○○町○丁目○番○号　　
 (
印
)　　　　名　称　　　　　　　株式会社○○　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　代表者役職・氏名　　取締役社長　○○　○○　　　　　　　
 (
自筆署名の場合は
押印不要
)



貴協会の大豆の播種前入札取引に係る業務規程第5条の規定に基づき、播種前入札取引の取引場において大豆を買い受けることについて貴協会の登録を受けたいので、下記１～３の事項を遵守することに同意し、下記４の資料を添えて申請します。

記

１　貴協会が実施する大豆の播種前入札取引に参加するに当たっては、貴協会が定めた「大豆の入札取引に係る業務規程」、「大豆の播種前入札取引に係る業務規程」及び「大豆の播種前入札取引に係る買い手登録者遵守事項」の規定並びに協会からの指示事項を遵守すること。
２　入札に参加した結果、落札決定通知を受けた大豆について、所定の期日までに当該大豆を上場した売り手との間で播種前売買契約及び確定売買契約を締結し、所定の受渡し期限までに確実に代金を支払い、引き取ること。
３　落札大豆は、必ず事前に落札大豆の販売予定先として届け出た大豆加工業者に販売すること。
４　添付資料（※の資料は前年産の登録者で変更がない場合は省略可）　
（1） 落札大豆の販売予定先加工業者に係るリスト　
（上記リストに共同購買法人を含む場合は、共同購買事業参加者に係るリストも添付）
（２）播種前入札取引買い手登録者届出事項一覧表
（３）入札保証金返還用振込口座届　※　注：前年からの変更がないため添付を省略する場合は「略」と記載。銀行の合併や支店の統廃合があった場合は必ず提出してください。
（４）事業内容、取扱実績、収支状況等に関する書類　最新の貸借対照表、損益計算書を添付。定款、登記事項証明書、法人番号指定通知書は変更がない場合は省略可
【１法人・複数事業所登録を行う場合（該当する場合のみ記入）】
１法人で２以上の事業所を登録申請する場合は、下欄に登録申請する事業所の名称を「○○株式会社○○支店」等と記入し、法人代表者名義で事業所ごとに別葉の申請書で申請する。
	登録申請する事業所の名称
	注：申請者が１法人・複数事業所登録に該当しない場合は記入しないこと





